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令和４年９月８日

日本商工会議所　会頭　　三村　明夫 殿 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について 

本日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウ

イルス感染症対策に関し、現下の感染状況への対応として、「Withコロナに向けた政

策の考え方」をとりまとめるとともに（別紙１参照）、新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針（以下「基本的対処方針」という。）を変更しました（別紙２及

び別紙３参照）。 

 貴団体におかれましては、「Withコロナに向けた政策の考え方」や変更された基本

的対処方針に基づき、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施して

いただくとともに、会員企業等への周知徹底と格別の御協力をお願いいたします。 

（別紙１）Withコロナに向けた政策の考え方 

（別紙２）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 令和３年 11 月 19 日（令和４年９月 ８ 日変更） 

（別紙３）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

基本的対処方針が変更されたこと等を踏まえ、新たな基本的対処方針に基づく感染症対

策の継続的かつ着実な実施と会員企業等への周知徹底をお願いするものです。 
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